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「中学校理科」学習指導要領新旧対照表
※◆は変更や追加のあった箇所，●は移行や項目を移動した箇所を示しています。

現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆教科の目標が，資質・能力の三つの柱に
対応するかたちで整理され，示されてい
る。

（1） 知識・技能
（2） 思考力・判断力・表現力等
（3） 学びに向かう力・人間性等
◆「理科の見方・考え方を働かせ」という

記述が追加。
◆現行の「目的意識をもって」が，「見通し

をもって」に変更。

〔第１分野〕
◆第１分野の目標についても，資質・能力

の三つの柱に対応するかたちで整理され，
示されている。

第１　目　標
自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見

通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，自然の事物・
現象を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。

（1）　自然の事物・現象についての理解を深め，科学的に探究す
るために必要な観察，実験などに関する基本的な技能を身に
付けるようにする。

（2）　観察，実験などを行い，科学的に探究する力を養う。
（3）　自然の事物・現象に進んで関わり，科学的に探究しようと

する態度を養う。

第２　各分野の目標及び内容
〔第１分野〕
１　目　標

物質やエネルギーに関する事物・現象を科学的に探究するた
めに必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（1）　物質やエネルギーに関する事物・現象についての観察，実
験などを行い，身近な物理現象，電流とその利用，運動とエ
ネルギー，身の回りの物質，化学変化と原子・分子，化学変
化とイオンなどについて理解するとともに，科学技術の発展
と人間生活との関わりについて認識を深めるようにする。ま
た，それらを科学的に探究するために必要な観察，実験など
に関する基本的な技能を身に付けるようにする。

（2）　物質やエネルギーに関する事物・現象に関わり，それら
の中に問題を見いだし見通しをもって観察，実験などを行い，

第１　目　標
自然の事物・現象に進んでかかわり，目的意識をもって観察，

実験などを行い，科学的に探究する能力の基礎と態度を育てる
とともに自然の事物・現象についての理解を深め，科学的な見
方や考え方を養う。

第２　各分野の目標及び内容
〔第１分野〕
１　目　標

（1）　物質やエネルギーに関する事物・現象に進んでかかわり，
その中に問題を見いだし意欲的に探究する活動を通して，規
則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得させる。

（2）　物理的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・
実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析して解釈し表
現する能力を育てるとともに，身近な物理現象，電流とその
利用，運動とエネルギーなどについて理解させ，これらの事物・
現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

（3）　化学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆各内容については，アで「知識・技能」，
イで「思考力・判断力・表現力等」が示
されている。また，各内容のアでは，現
行では「見いだすこと」とされていたと
ころのほとんどが，「見いだして理解する
こと」と変更されている。

◆現行の（1）ア（ｲ）「物体の位置と像の位
置および像の大きさの関係」が，新の（1）
ア（ｱ）㋑「物体の位置と像のでき方との

その結果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究する
活動を通して，規則性を見いだしたり課題を解決したりする
力を養う。

（3）　物質やエネルギーに関する事物・現象に進んで関わり，科
学的に探究しようとする態度を養うとともに，自然を総合的
に見ることができるようにする。

２　内　容

（1）　身近な物理現象
身近な物理現象についての観察，実験などを通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。
ア　身近な物理現象を日常生活や社会と関連付けながら，次

のことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関
する技能を身に付けること。

（ｱ）　光と音
　㋐　光の反射・屈折
　　光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの

物質の境界面で反射，屈折するときの規則性を見いだし
て理解すること。

　㋑　凸レンズの働き
　　凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と

像のでき方との関係を見いだして理解すること。

実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析して解釈し表
現する能力を育てるとともに，身の回りの物質，化学変化と
原子・分子，化学変化とイオンなどについて理解させ，これ
らの事物・現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

（4）　物質やエネルギーに関する事物・現象を調べる活動を行い，
これらの活動を通して科学技術の発展と人間生活とのかかわ
りについて認識を深め，科学的に考える態度を養うとともに，
自然を総合的に見ることができるようにする。

２　内　容

（1）　身近な物理現象
　　身近な事物・現象についての観察，実験を通して，光や音

の規則性，力の性質について理解させるとともに，これらの
事物・現象を日常生活や社会と関連付けて科学的にみる見方
や考え方を養う。

ア　光と音
（ｱ）　光の反射・屈折
　　光の反射や屈折の実験を行い，光が水やガラスなどの

物質の境界面で反射，屈折するときの規則性を見いだす
こと。

（ｲ）　凸レンズの働き
　　凸レンズの働きについての実験を行い，物体の位置と

像の位置及び像の大きさの関係を見いだすこと。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

関係」に変更。

◆現行の（1）イ『力と圧力』が，新の（1）
ア（ｲ）『力の働き』に変更。

●新の（1）ア（ｲ）㋐「また，物体に働く
２力についての実験を行い，力がつり合
うときの条件を見いだして理解すること」
は，現行の（5）ア（ｱ）『力のつり合い』
から移行。

●現行の（1）イ（ｲ）『圧力』は，２分野（4）
ア（ｱ）㋐『気象要素』および，１分野（5）
ア（ｱ）㋐『水中の物体に働く力』へ移行。

◆新の（1）イについて，第１学年のエネル
ギー領域では，「問題を見いだし見通しを
もって観察，実験などを行い」，「規則性
や関係性を見いだして表現する」ことに
ついて育成を目指すとされている。

　㋒　音の性質
　　音についての実験を行い，音はものが振動することに

よって生じ空気中などを伝わること及び音の高さや大き
さは発音体の振動の仕方に関係することを見いだして理
解すること。

（ｲ）　力の働き

　㋐　力の働き
　　物体に力を働かせる実験を行い，物体に力が働くとそ

の物体が変形したり動き始めたり，運動の様子が変わっ
たりすることを見いだして理解するとともに，力は大き
さと向きによって表されることを知ること。また，物体
に働く２力についての実験を行い，力がつり合うときの
条件を見いだして理解すること。

イ　身近な物理現象について，問題を見いだし見通しをもっ
て観察，実験などを行い，光の反射や屈折，凸レンズの働き，
音の性質，力の働きの規則性や関係性を見いだして表現す
ること。

（2）　身の回りの物質
　　身の回りの物質についての観察，実験などを通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　身の回りの物質の性質や変化に着目しながら，次のこと

を理解するとともに，それらの観察，実験などに関する技

（ｳ）　音の性質
　　音についての実験を行い，音はものが振動することに

よって生じ空気中などを伝わること及び音の高さや大き
さは発音体の振動の仕方に関係することを見いだすこと。

イ　力と圧力

（ｱ）　力の働き
物体に力を働かせる実験を行い，物体に力が働くとその物

体が変形したり動き始めたり，運動の様子が変わったり
することを見いだすとともに，力は大きさと向きによっ
て表されることを知ること。

（ｲ）　圧力
　　圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積

に関係があることを見いだすこと。また，水圧や大気圧
の実験を行い，その結果を水や空気の重さと関連付けて
とらえること。

（2）　身の回りの物質
　　身の回りの物質についての観察，実験を通して，固体や液

体，気体の性質，物質の状態変化について理解させるとともに，
物質の性質や変化の調べ方の基礎を身に付けさせる。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆現行の（2）ア（ｱ）「身の回りの物質の性
質を様々な方法で調べ」が，新の（2）ア（ｱ）
㋐「身の回りの物質の性質を様々な方法
で調べる実験を行い」に変更。

●現行の（2）イ（ｱ）『物質の溶解』は，小
学校第５学年の『物の溶け方』へ移行。
ただし，新の（2）ア（ｲ）㋐『水溶液』
の内容の取扱いとして，「粒子のモデルと
関連付けて扱い，質量パーセント濃度に
も触れること」は残る。

◆現行の（2）ウ（ｲ）「物質の状態が変化す
るときの温度の測定を行い」という記述
が，新の（2）ア（ｳ）㋑では削除され，「混

能を身に付けること。
（ｱ）　物質のすがた
　㋐　身の回りの物質とその性質
　　身の回りの物質の性質を様々な方法で調べる実験を行

い，物質には密度や加熱したときの変化など固有の性質
と共通の性質があることを見いだして理解するとともに，
実験器具の操作，記録の仕方などの技能を身に付けるこ
と。

　㋑　気体の発生と性質
　　気体を発生させてその性質を調べる実験を行い，気体

の種類による特性を理解するとともに，気体を発生させ
る方法や捕集法などの技能を身に付けること。

（ｲ）　水溶液
　㋐　水溶液
　　水溶液から溶質を取り出す実験を行い，その結果を溶

解度と関連付けて理解すること。

（ｳ）　状態変化
　㋐　状態変化と熱
　　物質の状態変化についての観察，実験を行い，状態変

化によって物質の体積は変化するが質量は変化しないこ
とを見いだして理解すること。

　㋑　物質の融点と沸点
　　物質は融点や沸点を境に状態が変化することを知ると

ともに，混合物を加熱する実験を行い，沸点の違いによっ

ア　物質のすがた
（ｱ）　身の回りの物質とその性質
　　身の回りの物質の性質を様々な方法で調べ，物質には

密度や加熱したときの変化など固有の性質と共通の性質
があることを見いだすとともに，実験器具の操作，記録
の仕方などの技能を身に付けること。

（ｲ）　気体の発生と性質
　　気体を発生させてその性質を調べる実験を行い，気体

の種類による特性を見いだすとともに，気体を発生させ
る方法や捕集法などの技能を身に付けること。

イ　水溶液
（ｲ）　溶解度と再結晶
　　水溶液から溶質を取り出す実験を行い，その結果を溶

解度と関連付けてとらえること。
（ｱ）　物質の溶解
　　物質が水に溶ける様子の観察を行い，水溶液の中では

溶質が均一に分散していることを見いだすこと。

ウ　状態変化
（ｱ）　状態変化と熱
　　物質の状態変化についての観察，実験を行い，状態変

化によって物質の体積は変化するが質量は変化しないこ
とを見いだすこと。

（ｲ）　物質の融点と沸点
　　物質の状態が変化するときの温度の測定を行い，物質

は融点や沸点を境に状態が変化することや沸点の違いに
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

合物を加熱する実験を行い」という記述
が新規追加。

◆新の（2）イについて，第１学年の粒子領
域では，「問題を見いだし見通しをもって
観察，実験などを行い」，「規則性を見い
だして表現する」ことについて育成を目
指すとされている。

◆現行の（3）「電流回路について」が，新の（3）
「電流とその利用について」に変更。

て物質の分離ができることを見いだして理解すること。

イ　身の回りの物質について，問題を見いだし見通しをもっ
て観察，実験などを行い，物質の性質や状態変化における
規則性を見いだして表現すること。

（3）　電流とその利用
　　電流とその利用についての観察，実験などを通して，次の

事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　電流，磁界に関する事物・現象を日常生活や社会と関連

付けながら，次のことを理解するとともに，それらの観察，
実験などに関する技能を身に付けること。

（ｱ）　電流
　㋐　回路と電流・電圧
　　回路をつくり，回路の電流や電圧を測定する実験を行

い，回路の各点を流れる電流や各部に加わる電圧につい
ての規則性を見いだして理解すること。

　㋑　電流・電圧と抵抗
　　金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行い，電

圧と電流の関係を見いだして理解するとともに，金属線
には電気抵抗があることを理解すること。

　㋒　電気とそのエネルギー
　　電流によって熱や光などを発生させる実験を行い，熱

や光などが取り出せること及び電力の違いによって発生
する熱や光などの量に違いがあることを見いだして理解
すること。

　㋓　静電気と電流
　　異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり，

帯電した物体間では空間を隔てて力が働くこと及び静電

よって物質の分離ができることを見いだすこと。

（3）　電流とその利用
　　電流回路についての観察，実験を通して，電流と電圧との

関係及び電流の働きについて理解させるとともに，日常生活
や社会と関連付けて電流と磁界についての初歩的な見方や考
え方を養う。

ア　電　流
（ｱ）　回路と電流・電圧
　　回路をつくり，回路の電流や電圧を測定する実験を行

い，回路の各点を流れる電流や各部に加わる電圧につい
ての規則性を見いだすこと。

（ｲ）　電流・電圧と抵抗
　　金属線に加わる電圧と電流を測定する実験を行い，電

圧と電流の関係を見いだすとともに金属線には電気抵抗
があることを見いだすこと。

（ｳ）　電気とそのエネルギー
　　電流によって熱や光などを発生させる実験を行い，電

流から熱や光などが取り出せること及び電力の違いに
よって発生する熱や光などの量に違いがあることを見い
だすこと。

（ｴ）　静電気と電流
　　異なる物質同士をこすり合わせると静電気が起こり，

帯電した物体間では空間を隔てて力が働くこと及び静電
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆新の（3）イについて，第２学年のエネル
ギー領域では，「見通しをもって解決する
方法を立案して観察，実験などを行い」，

「その結果を分析して解釈し」，「規則性や
関係性を見いだして表現する」ことにつ
いて育成を目指すとされている。

◆現行の（4）ア（ｱ）「分解して生成した物
質から元の物質の成分が推定できること」
が，新の（4）ア（ｱ）㋐「分解して生成
した物質は元の物質とは異なること」に
変更。

気と電流には関係があることを見いだして理解すること。
（ｲ）　電流と磁界
　㋐　電流がつくる磁界
　　磁石や電流による磁界の観察を行い，磁界を磁力線で

表すことを理解するとともに，コイルの回りに磁界がで
きることを知ること。

　㋑　磁界中の電流が受ける力
　　磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに

電流を流すと力が働くことを見いだして理解すること。
　㋒　電磁誘導と発電
　　磁石とコイルを用いた実験を行い，コイルや磁石を動

かすことにより電流が得られることを見いだして理解す
るとともに，直流と交流の違いを理解すること。

イ　電流，磁界に関する現象について，見通しをもって解決
する方法を立案して観察，実験などを行い，その結果を分
析して解釈し，電流と電圧，電流の働き，静電気，電流と
磁界の規則性や関係性を見いだして表現すること。

（4）　化学変化と原子・分子
　　化学変化についての観察，実験などを通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。
ア　化学変化を原子や分子のモデルと関連付けながら，次の

ことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関す
る技能を身に付けること。
 （ｱ）　物質の成り立ち
　㋐　物質の分解
　　物質を分解する実験を行い，分解して生成した物質は

元の物質とは異なることを見いだして理解すること。

気と電流は関係があることを見いだすこと。
イ　電流と磁界
（ｱ）　電流がつくる磁界
　　磁石や電流による磁界の観察を行い，磁界を磁力線で

表すことを理解するとともに，コイルの回りに磁界がで
きることを知ること。

（ｲ）　磁界中の電流が受ける力
　　磁石とコイルを用いた実験を行い，磁界中のコイルに

電流を流すと力が働くことを見いだすこと。
（ｳ）　電磁誘導と発電
　　磁石とコイルを用いた実験を行い，コイルや磁石を動

かすことにより電流が得られることを見いだすとともに，
直流と交流の違いを理解すること。

（4）　化学変化と原子・分子
　　化学変化についての観察，実験を通して，化合，分解など

における物質の変化やその量的な関係について理解させると
ともに，これらの事物・現象を原子や分子のモデルと関連付
けてみる見方や考え方を養う。

ア　物質の成り立ち
（ｱ）　物質の分解
　　物質を分解する実験を行い，分解して生成した物質か

ら元の物質の成分が推定できることを見いだすこと。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆現行の（4）ア（ｲ）「原子は記号で表され
ること」が，新の（4）ア（ｱ）㋑「物質
を構成する原子の種類は記号で表される
こと」に変更。

◆現行の（4）イ（ｱ）『化合』が，新の（4）
ア（ｲ）㋐『化学変化』に変更。
◆現行の（4）イ（ｱ）「２種類の物質を化合
させる実験」が，新の（4）ア（ｱ）㋑「２種
類の物質を反応させる実験」に変更。新学習
指導要領では，「化合」という言葉は，内容
の取扱いを含め使用されていない。
◆現行の（4）イ（ｲ）『酸化と還元』が，新の（4）

ア（ｲ）㋑『化学変化における酸化と還元』
に変更。

◆新の（4）イについて，第２学年の粒子領
域では，「見通しをもって解決する方法を
立案して観察，実験などを行い」，「原子

　㋑　原子・分子
　　物質は原子や分子からできていることを理解するとと

もに，物質を構成する原子の種類は記号で表されること
を知ること。

（ｲ）　化学変化
　㋐　化学変化
　　２種類の物質を反応させる実験を行い，反応前とは異

なる物質が生成することを見いだして理解するとともに，
化学変化は原子や分子のモデルで説明できること，化合
物の組成は化学式で表されること及び化学変化は化学反
応式で表されることを理解すること。

　㋑　化学変化における酸化と還元
　　酸化や還元の実験を行い，酸化や還元は酸素が関係す

る反応であることを見いだして理解すること。
　㋒　化学変化と熱
　　化学変化によって熱を取り出す実験を行い，化学変化

には熱の出入りが伴うことを見いだして理解すること。
（ｳ）　化学変化と物質の質量
　㋐　化学変化と質量の保存
　　化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を

行い，反応物の質量の総和と生成物の質量の総和が等し
いことを見いだして理解すること。

　㋑　質量変化の規則性
　　化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を行い，

反応する物質の質量の間には一定の関係があることを見
いだして理解すること。

イ　化学変化について，見通しをもって解決する方法を立案
して観察，実験などを行い，原子や分子と関連付けてその
結果を分析して解釈し , 化学変化における物質の変化やその

（ｲ）　原子・分子
　　物質は原子や分子からできていることを理解し，原子

は記号で表されることを知ること。

イ　化学変化
（ｱ）　化合
　　２種類の物質を化合させる実験を行い，反応前とは異

なる物質が生成することを見いだすとともに，化学変化
は原子や分子のモデルで説明できること，化合物の組成
は化学式で表されること及び化学変化は化学反応式で表
されることを理解すること。

（ｲ）　酸化と還元
　　酸化や還元の実験を行い，酸化や還元が酸素の関係す

る反応であることを見いだすこと。
（ｳ）　化学変化と熱
　　化学変化によって熱を取り出す実験を行い，化学変化

には熱の出入りが伴うことを見いだすこと。
ウ　化学変化と物質の質量
（ｱ）　化学変化と質量の保存
化学変化の前後における物質の質量を測定する実験を行い，

反応物の質量の総和と生成物の質量の総和が等しいこと
を見いだすこと。

（ｲ）　質量変化の規則性
化学変化に関係する物質の質量を測定する実験を行い，反

応する物質の質量の間には一定の関係があることを見い
だすこと。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

や分子と関連付けてその結果を分析して
解釈し」，「物質の変化やその量的な関係
を見いだして表現する」ことについて育
成を目指すとされている。

◆現行の（5）ア『運動の規則性』が，新の
（5）ア（ｱ）『力のつり合いと合成・分解』
および（5）ア（ｲ）『運動の規則性』に変更。

●新の（5）ア（ｱ）㋐『水中の物体に働く力』
は，現行の（1）イ（ｲ）『圧力』から移行。
現行の（5）ア（ｱ）「物体に働く２力につい
ての実験を行い，力がつり合うときの条件
を見いだすこと」は，新の（1）ア（ｲ）㋐『力
の働き』へ移行。

量的な関係を見いだして表現すること。

（5）　運動とエネルギー
　　物体の運動とエネルギーについての観察，実験などを通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　物体の運動とエネルギーを日常生活や社会と関連付けな

がら，次のことを理解するとともに，それらの観察，実験
などに関する技能を身に付けること。

（ｱ）　力のつり合いと合成・分解
　㋐　水中の物体に働く力
　　水圧についての実験を行い，その結果を水の重さと関

連付けて理解すること。また，水中にある物体には浮力
が働くことを知ること。

　㋑　力の合成・分解
　　力の合成と分解についての実験を行い，合力や分力の

規則性を理解すること。

（ｲ）　運動の規則性
　㋐　運動の速さと向き
　　物体の運動についての観察，実験を行い，運動には速

さと向きがあることを知ること。
　㋑　力と運動
　　物体に力が働く運動及び力が働かない運動についての

観察，実験を行い，力が働く運動では運動の向きや時間

（5）　運動とエネルギー
　　物体の運動やエネルギーに関する観察，実験を通して，物

体の運動の規則性やエネルギーの基礎について理解させると
ともに，日常生活や社会と関連付けて運動とエネルギーの初
歩的な見方や考え方を養う。

ア　運動の規則性
【（1）イ（ｲ）　圧力
圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積に関係が
あることを見いだすこと。また，水圧や大気圧の実験を行い，
その結果を水や空気の重さと関連付けてとらえること。（再掲）】

（ｱ）　力のつり合い
　　物体に働く２力についての実験を行い，力がつり合う

ときの条件を見いだすこと。また，力の合成と分解につ
いての実験を行い，合力や分力の規則性を理解すること。

（ｲ）　運動の速さと向き
　　物体の運動についての観察，実験を行い，運動には速

さと向きがあることを知ること。
（ｳ）　力と運動
　　物体に力が働く運動及び力が働かない運動についての

観察，実験を行い，力が働く運動では運動の向きや時間
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆現行の（5）イ（ｱ）「物体のもつエネルギー
の量は物体が他の物体になしうる仕事で測
れること」が，新の（5）ア（ｳ）㋐「物体
のもつ力学的エネルギーは物体が他の物体
になしうる仕事で測れること」に変更。

◆新の（6）ア（ｱ）『水溶液とイオン』は，
現行の（6）ア（ｱ）（ｲ）と（6）イを統合
した項目に変更。

◆新の（6）ア（ｱ）㋐『原子の成り立ちと
イオン』は，現行の（6）ア（ｱ）『水溶液

の経過に伴って物体の速さが変わること及び力が働かな
い運動では物体は等速直線運動することを見いだして理
解すること。

（ｳ）　力学的エネルギー
　㋐　仕事とエネルギー
　　仕事に関する実験を行い，仕事と仕事率について理解

すること。また，衝突の実験を行い，物体のもつ力学的
エネルギーは物体が他の物体になしうる仕事で測れるこ
とを理解すること。

　㋑　力学的エネルギーの保存
　　力学的エネルギーに関する実験を行い，運動エネルギー

と位置エネルギーが相互に移り変わることを見いだして
理解するとともに，力学的エネルギーの総量が保存され
ることを理解すること。

イ　運動とエネルギーについて，見通しをもって観察，実験
などを行い，その結果を分析して解釈し，力のつり合い，
合成や分解，物体の運動，力学的エネルギーの規則性や関
係性を見いだして表現すること。また，探究の過程を振り
返ること。

（6）　化学変化とイオン
　　化学変化についての観察，実験などを通して，次の事項を

身に付けることができるよう指導する。
ア　化学変化をイオンのモデルと関連付けながら，次のこと

を理解するとともに，それらの観察，実験などに関する技
能を身に付けること。

（ｱ）　水溶液とイオン
　㋐　原子の成り立ちとイオン
　　水溶液に電圧をかけ電流を流す実験を行い，水溶液に

は電流が流れるものと流れないものとがあることを見い
だして理解すること。また，電解質水溶液に電圧をかけ

の経過に伴って物体の速さが変わること及び力が働かな
い運動では物体は等速直線運動することを見いだすこと。

イ　力学的エネルギー
（ｱ）　仕事とエネルギー
　　仕事に関する実験を行い，仕事と仕事率について理解

すること。また，衝突の実験を行い，物体のもつエネルギー
の量は物体が他の物体になしうる仕事で測れることを理
解すること。

（ｲ）　力学的エネルギーの保存
　　力学的エネルギーに関する実験を行い，運動エネルギー

と位置エネルギーが相互に移り変わることを見いだし，
力学的エネルギーの総量が保存されることを理解するこ
と。

（6）　化学変化とイオン
　　化学変化についての観察，実験を通して，水溶液の電気伝

導性や中和反応について理解させるとともに，これらの事物・
現象をイオンのモデルと関連付けてみる見方や考え方を養う。

ア　水溶液とイオン
（ｱ）　水溶液の電気伝導性
　　水溶液に電流を流す実験を行い，水溶液には電流が流

れるものと流れないものとがあることを見いだすこと。
（ｲ）　原子の成り立ちとイオン
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

の電気伝導性』と（6）ア（ｲ）『原子の成
り立ちとイオン』を統合した項目に変更。

◆現行の（6）ア（ｱ）「水溶液に電流を流す
実験を行い」が，新の（6）ア（ｱ）㋐「水
溶液に電圧をかけ電流を流す実験を行い」
に変更。また，現行の（6）ア（ｲ）「電気
分解の実験を行い」が，新の（6）ア（ｱ）
㋐「電解質水溶液に電圧をかけ電流を流
す実験を行い」に変更。

◆現行の（6）ア（ｳ）『化学変化と電池』が，
新の（6）ア（ｲ）『化学変化と電池』とし
て中項目に変更。

◆現行の（6）イ『酸・アルカリとイオン』が，
新の（6）ア（ｱ）の小項目㋑，㋒に変更。

◆『金属イオン』が新規追加。

◆現行の（6）ア（ｳ）「電流が取り出せるこ
とを見いだす」が，新の（6）ア（ｲ）㋑「電
池の基本的な仕組みを理解する」に変更。

◆新の（6）イについて，第３学年の粒子領

電流を流す実験を行い，電極に物質が生成することから
イオンの存在を知るとともに，イオンの生成が原子の成
り立ちに関係することを知ること。

　㋑　酸・アルカリ
　　酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカ

リのそれぞれの特性が水素イオンと水酸化物イオンによ
ることを知ること。

　㋒　中和と塩
　　中和反応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると水と

塩が生成することを理解すること。
（ｲ）　化学変化と電池
　㋐　金属イオン
　　金属を電解質水溶液に入れる実験を行い，金属によっ

てイオンへのなりやすさが異なることを見いだして理解
すること。

　㋑　化学変化と電池
　　電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，

電池の基本的な仕組みを理解するとともに，化学エネル
ギーが電気エネルギーに変換されていることを知ること。

イ　化学変化について，見通しをもって観察，実験などを行い，

　　電気分解の実験を行い，電極に物質が生成することか
らイオンの存在を知ること。また，イオンの生成が原子
の成り立ちに関係することを知ること。

（ｳ）　化学変化と電池
　　電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，

電流が取り出せることを見いだすとともに，化学エネル
ギーが電気エネルギーに変換されていることを知ること。

イ　酸・アルカリとイオン
（ｱ）　酸・アルカリ
　　酸とアルカリの性質を調べる実験を行い，酸とアルカ

リのそれぞれの特性が水素イオンと水酸化物イオンによ
ることを知ること。

（ｲ）　中和と塩
　　中和反応の実験を行い，酸とアルカリを混ぜると水と

塩が生成することを理解すること。
【ア（ｳ）　化学変化と電池
電解質水溶液と２種類の金属などを用いた実験を行い，電流が
取り出せることを見いだすとともに，化学エネルギーが電気エ
ネルギーに変換されていることを知ること。（再掲）】
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域では，「見通しをもって観察，実験など
を行い，イオンと関連付けてその結果を
分析して解釈し」，「規則性や関係性を見
いだして表現する」，「探究の過程を振り
返る」ことについて育成を目指すとされ
ている。

◆新の（7）ア（ｱ）『エネルギーと物質』は，
現行の（7）ア（ｱ），（ｲ）と（7）イを統合
した項目に変更。

◆新の（7）ア（ｱ）㋐は，現行の（7）ア（ｱ）
と（ｲ）を統合した項目に変更。

◆「太陽光」が新規追加。

◆『様々な物質とその利用』が新規追加。
●新の（7）ア（ｱ）㋑『様々な物質とその利用』

では，内容の取扱いで，現行の（2）ア（ｱ）
『身の回りの物質とその性質』から「プラ
スチック」が移行。

イオンと関連付けてその結果を分析して解釈し，化学変化
における規則性や関係性を見いだして表現すること。また，
探究の過程を振り返ること。

（7）　科学技術と人間
　　科学技術と人間との関わりについての観察，実験などを通

して，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　日常生活や社会と関連付けながら，次のことを理解する

とともに，それらの観察，実験などに関する技能を身に付
けること。

（ｱ）　エネルギーと物質

　㋐　エネルギーとエネルギー資源
　　様々なエネルギーとその変換に関する観察，実験など

を通して，日常生活や社会では様々なエネルギーの変換
を利用していることを見いだして理解すること。また，
人間は，水力，火力，原子力，太陽光などからエネルギー
を得ていることを知るとともに，エネルギー資源の有効
な利用が大切であることを認識すること。

　㋑　様々な物質とその利用
　　物質に関する観察，実験などを通して，日常生活や社

会では，様々な物質が幅広く利用されていることを理解
するとともに，物質の有効な利用が大切であることを認
識すること。

　㋒　科学技術の発展
　　科学技術の発展の過程を知るとともに，科学技術が人

（7）　科学技術と人間
　　エネルギー資源の利用や科学技術の発展と人間生活とのか

かわりについて認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利
用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養う。

ア　エネルギー
（ｱ）　様々なエネルギーとその変換
　　エネルギーに関する観察，実験を通して，日常生活や

社会では様々なエネルギーの変換を利用していることを
理解すること。

（ｲ）　エネルギー資源
　　人間は，水力，火力，原子力などからエネルギーを得

ていることを知るとともに，エネルギーの有効な利用が
大切であることを認識すること。

イ　科学技術の発展
（ｱ）　科学技術の発展
　　科学技術の発展の過程を知るとともに，科学技術が人
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◆新の（7）イについて，第３学年のこの領
域では，「見通しをもって観察，実験など
を行い，その結果を分析して解釈する」，

「自然環境の保全と科学技術の利用の在り
方について，科学的に考察して判断する」
ことについて育成を目指すとされている。

◆『２　内容』で示されている，ア「知識
及び技能」とイ「思考力，判断力，表現
力等」とを相互に関連させながら，資質・
能力の育成を目指すことが新規追加。

◆新の３（3）ア「また，白色光はプリズム
などによっていろいろな色の光に分かれ
ることにも触れること」が新規追加。

◆現行の３（2）イ「光源の位置と像の位置，
像の大きさの定性的な関係を調べること」
が，新の３（3）イ「物体の位置に対する
像の位置や像の大きさの定性的な関係を

間の生活を豊かで便利にしていることを認識すること。
（ｲ）　自然環境の保全と科学技術の利用
　㋐　自然環境の保全と科学技術の利用
　　自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科

学的に考察することを通して，持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。

イ　日常生活や社会で使われているエネルギーや物質につい
て，見通しをもって観察，実験などを行い，その結果を分
析して解釈するとともに，自然環境の保全と科学技術の利
用の在り方について，科学的に考察して判断すること。

３　内容の取扱い
（1）　内容の（1）から（7）までについては，それぞれのアに示

す知識及び技能とイに示す思考力，判断力，表現力等とを相
互に関連させながら，３年間を通じて科学的に探究するため
に必要な資質・能力の育成を目指すものとする。

（2）　内容の（1）から（7）までのうち，（1）及び（2）は第１学年，
（3）及び（4）は第２学年，（5）から（7）までは第３学年で
取り扱うものとする。

（3）　内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，全反射も扱い，光の屈折では入

射角と屈折角の定性的な関係にも触れること。また，白色光
はプリズムなどによっていろいろな色の光に分かれることに
も触れること。

イ　アの（ｱ）の㋑については，物体の位置に対する像の位置や
像の大きさの定性的な関係を調べること。その際，実像と虚
像を扱うこと。

間の生活を豊かで便利にしてきたことを認識すること。
ウ　自然環境の保全と科学技術の利用
（ｱ）　自然環境の保全と科学技術の利用
　　自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科

学的に考察し，持続可能な社会をつくることが重要であ
ることを認識すること。

３　内容の取扱い

（1）　内容の（1）から（7）までのうち，内容の（1）及び（2）
は第１学年，内容の（3）及び（4）は第２学年，内容の（5）
から（7）までは第３学年で取り扱うものとする。

（2）　内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）については，全反射も扱うこと。また，光の屈

折で入射角と屈折角の定性的な関係にも触れること。

イ　アの（ｲ）については，光源の位置と像の位置，像の大き
さの定性的な関係を調べること。その際，実像と虚像を扱
うこと。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

調べること」に変更。
◆空気中を伝わる音の速さについて，現行

の３（2）ウ「扱うこと」が，新の３（3）
ウ「触れること」に変更。

●現行の３（2）オは，新の３（7）アに移行。

●現行の３（3）アの「プラスチック」は，
新の３（9）イに移行。

◆異なる方法を用いても同一の気体が得ら
れることについて，現行の３（3）イ「扱
うこと」が，新の３（4）イ「触れること」
に変更。

◆現行の（3）ウ，エを，新の３（4）ウに
統合

◆現行の３（3）カの記述が削除。

ウ　アの（ｱ）の㋒については，音の伝わる速さについて，空気
中を伝わるおよその速さにも触れること。

エ　アの（ｲ）の㋐については，ばねに加える力の大きさとばね
の伸びとの関係も扱うこと。また，重さと質量との違いにも
触れること。力の単位としては「ニュートン」を用いること。

（4）　内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，有機物と無機物との違いや金

属と非金属との違いを扱うこと。

イ　アの（ｱ）の㋑については，異なる方法を用いても同一の
気体が得られることにも触れること。

ウ　アの（ｲ）の㋐については，粒子のモデルと関連付けて扱い，
質量パーセント濃度にも触れること。また，「溶解度」につ
いては，溶解度曲線にも触れること。

エ　アの（ｳ）の㋐については，粒子のモデルと関連付けて扱
うこと。その際，粒子の運動にも触れること。

（5）　内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐の「回路」については，直列及び並列の回

路を取り上げ，それぞれについて二つの抵抗のつなぎ方を
中心に扱うこと。

イ　アの（ｱ）の㋑の「電気抵抗」については，物質の種類によっ

ウ　アの（ｳ）については，音の伝わる速さについて，空気中
を伝わるおよその速さを扱うこと。

エ　イの（ｱ）については，ばねに加える力の大きさとばねの
伸びの関係も扱うこと。また，重さと質量の違いにも触れ
ること。力の単位としては「ニュートン」を用いること。

オ　イの（ｲ）については，水中にある物体にはあらゆる向き
から圧力が働くことにも触れること。また，水中では物体
に浮力が働くことにも触れること。

（3）　内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）については，有機物と無機物との違いや金属と

非金属との違いを扱うこと。また，代表的なプラスチック
の性質にも触れること。

イ　アの（ｲ）については，異なる方法を用いても同一の気体
が得られることも扱うこと。

ウ　イの（ｱ）については，粒子のモデルと関連付けて扱うこと。
また，質量パーセント濃度にも触れること。

エ　イの（ｲ）については，溶解度曲線にも触れること。
オ　ウの（ｱ）については，粒子のモデルと関連付けて扱うこと。

その際，粒子の運動にも触れること。
カ　ウの（ｲ）については，純粋な物質の状態変化を中心に扱

うこと。
（4）　内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　アの（ｱ）の「回路」については，直列及び並列の回路を
取り上げ，それぞれについて二つの抵抗のつなぎ方を中心
に扱うこと。

イ　アの（ｲ）の「電気抵抗」については，物質の種類によっ
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

●新の３（5）エ「また，真空放電と関連付
けながら放射線の性質と利用にも触れる
こと」は，現行の３（8）イから一部移行。

◆新の３（6）ア「物質を構成する原子の種類」
を「元素」ということにも触れることが
新規追加。また，原子の種類を表す「記号」
が「元素記号で表されること」に触れる
ことも新規追加。

●新の３（7）アは，現行の３（2）オから移行。
また，現行の「水中では物体に浮力が働
くことにも触れること」が，新では「物
体に働く水圧と浮力との定性的な関係に
も触れること」に変更。

て抵抗の値が異なることを扱うこと。また，二つの抵抗を
つなぐ場合の合成抵抗にも触れること。

ウ　アの（ｱ）の㋒については，電力量も扱うこと。その際，
熱量にも触れること。

エ　アの（ｱ）の㋓については，電流が電子の流れに関係して
いることを扱うこと。また，真空放電と関連付けながら放
射線の性質と利用にも触れること。

オ　アの（ｲ）の㋑については，電流の向きや磁界の向きを変
えたときに力の向きが変わることを扱うこと。

カ　アの（ｲ）の㋒については，コイルや磁石を動かす向きを
変えたときに電流の向きが変わることを扱うこと。

（6）　内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋑の「物質を構成する原子の種類」を元素と

いうことにも触れること。また，「記号」については，元素
記号で表されることにも触れ，基礎的なものを取り上げる
こと。その際，周期表を用いて多くの種類が存在すること
にも触れること。

イ　アの（ｲ）の㋐の「化学式」及び「化学反応式」については，
簡単なものを扱うこと。

ウ　アの（ｲ）の㋑の「酸化や還元」については，簡単なもの
を扱うこと。

（7）　内容の（5）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，水中にある物体には，あらゆ

る向きから圧力が働くことにも触れること。また，物体に
働く水圧と浮力との定性的な関係にも触れること。

イ　アの（ｲ）の㋐については，物体に力が働くとき反対向き
にも力が働くことにも触れること。

ウ　アの（ｲ）の㋑の「力が働く運動」のうち，落下運動につ

て抵抗の値が異なることを扱うこと。また，二つの抵抗を
つなぐ場合の合成抵抗にも触れること。

ウ　アの（ｳ）については，電力量も扱うこと。その際，熱量
にも触れること。

エ　アの（ｴ）については，電流が電子の流れであることを扱
うこと。

オ　イの（ｲ）については，電流の向きや磁界の向きを変えた
ときに力の向きが変わることを扱うこと。

カ　イの（ｳ）については，コイルや磁石を動かす向きを変え
たときに電流の向きが変わることを扱うこと。

（5）　内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｲ）の「原子」については，周期表を用いて多くの

種類が存在することにも触れること。また，「記号」につい
ては，基礎的なものを扱うこと。

イ　イの（ｱ）の「化学式」及び「化学反応式」については，
簡単なものを扱うこと。

ウ　イの（ｲ）の「酸化や還元」については，簡単なものを扱
うこと。

（6）　内容の（5）については，次のとおり取り扱うものとする。
【（2）オ　イの（ｲ）については，水中にある物体にはあらゆる
向きから圧力が働くことにも触れること。また，水中では物体
に浮力が働くことにも触れること。（再掲）】

ア　アの（ｲ）については，物体に力が働くとき反対向きにも
力が働くことにも触れること。

イ　アの（ｳ）の「力が働く運動」のうち，落下運動について
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆新の３（8）ア「同じ元素でも中性子の数
が異なる原子があることにも触れること」
が新規追加。

◆「イオン」を表すものについて，現行の
３（7）ア「イオン式」が，新の３（8）ア「化
学式」に変更。

◆「金属イオン」について新規追加。

◆電極で起こる反応について，新の３（8）
オ「イオンのモデルと関連付けて扱う」
ことが新規追加。また，「電池の基本的な
仕組み」について，「ダニエル電池を取り
上げる」ことが新規追加。

◆現行の３（8）ア「熱の伝わり方も扱うこ
と」が，新の３（9）ア「熱の伝わり方，
放射線にも触れること」に変更（現行３（8）
ア及びイを新の３（9）アに統合）。

◆「様々な物質」について，新の３（9）イ「天

いては斜面に沿った運動を中心に扱うこと。その際，斜面
の角度が 90 度になったときに自由落下になることにも触れ
ること。「物体の速さが変わること」については，定性的に
扱うこと。

エ　アの（ｳ）の㋐については，仕事の原理にも触れること。
オ　アの（ｳ）の㋑については，摩擦にも触れること。

（8）　内容の（6）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐の「原子の成り立ち」については，原子が

電子と原子核からできていることを扱うこと。その際，原
子核が陽子と中性子でできていることや，同じ元素でも中
性子の数が異なる原子があることにも触れること。また，「イ
オン」については，化学式で表されることにも触れること。

イ　アの（ｱ）の㋑については，pH にも触れること。
ウ　アの（ｱ）の㋒については，水に溶ける塩と水に溶けない

塩があることにも触れること。
エ　アの（ｲ）の㋐の「金属イオン」については，基礎的なも

のを扱うこと。
オ　アの（ｲ）の㋑の「電池」については，電極で起こる反応

をイオンのモデルと関連付けて扱うこと。その際，「電池の
基本的な仕組み」については，ダニエル電池を取り上げる
こと。また，日常生活や社会で利用されている代表的な電
池にも触れること。

（9）　内容の（7）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，熱の伝わり方，放射線にも触

れること。また，「エネルギーの変換」については，その総
量が保存されること及びエネルギーを利用する際の効率も
扱うこと。

イ　アの（ｱ）の㋑の「様々な物質」については，天然の物質

は斜面に沿った運動を中心に扱うこと。その際，斜面の角
度が 90 度になったときに自由落下になることにも触れるこ
と。「物体の速さが変わること」については，定性的に扱う
こと。

ウ　イの（ｱ）については，仕事の原理にも触れること。
エ　イの（ｲ）については，摩擦にも触れること。

（7）　内容の（6）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｲ）の「原子の成り立ち」については，原子が電子

と原子核からできていることを扱うこと。その際，原子核
が陽子と中性子でできていることにも触れること。また，「イ
オン」については，イオン式で表されることにも触れること。

ウ　イの（ｱ）については，pH にも触れること。
エ　イの（ｲ）については，水に溶ける塩と水に溶けない塩が

あることにも触れること。

イ　アの（ｳ）の「電池」については，電極で起こる反応を中
心に扱うこと。また，日常生活や社会で利用されている代
表的な電池にも触れること。

（8）　内容の（7）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）については，熱の伝わり方も扱うこと。また，
「エネルギーの変換」については，その総量が保存される
こと及びエネルギーを利用する際の効率も扱うこと。

イ　アの（ｲ）については，放射線の性質と利用にも触れること。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

然の物質や人工的につくられた物質のう
ち代表的なものを扱うこと」が新規追加。

●新の３（9）イ「プラスチックの性質にも
触れること」は，現行の３（3）アから移行。

〔第２分野〕
◆第２分野の目標についても，資質・能力

の三つの柱に対応するかたちで整理され，
示されている。

や人工的につくられた物質のうち代表的なものを扱うこと。
その際，プラスチックの性質にも触れること。

ウ　アの（ｲ）の㋐については，これまでの第１分野と第２分
野の学習を生かし，第２分野の内容の（7）のアの（ｲ）の
㋐及びイと関連付けて総合的に扱うこと。

〔第２分野〕
１　目　標

生命や地球に関する事物・現象を科学的に探究するために必
要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

（1）　生命や地球に関する事物・現象についての観察，実験など
を行い，生物の体のつくりと働き，生命の連続性，大地の成
り立ちと変化，気象とその変化，地球と宇宙などについて理
解するとともに，科学的に探究するために必要な観察，実験
などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。

（2）　生命や地球に関する事物・現象に関わり，それらの中に問
題を見いだし見通しをもって観察，実験などを行い，その結
果を分析して解釈し表現するなど，科学的に探究する活動を
通して，多様性に気付くとともに規則性を見いだしたり課題
を解決したりする力を養う。

（3）　生命や地球に関する事物・現象に進んで関わり，科学的に
探究しようとする態度と，生命を尊重し，自然環境の保全に
寄与する態度を養うとともに，自然を総合的に見ることがで
きるようにする。

ウ　ウの（ｱ）については，これまでの第１分野と第２分野の
学習を生かし，第２分野（7）のウの（ｱ）と関連付けて総
合的に扱うこと。

〔第２分野〕
１　目　標

（1）　生物とそれを取り巻く自然の事物・現象に進んでかかわり，
その中に問題を見いだし意欲的に探究する活動を通して，多
様性や規則性を発見したり課題を解決したりする方法を習得
させる。

（2）　生物や生物現象についての観察，実験を行い，観察・実験
技能を習得させ，観察，実験の結果を分析して解釈し表現す
る能力を育てるとともに，生物の生活と種類，生命の連続性
などについて理解させ，これらの事物・現象に対する科学的
な見方や考え方を養う。

（3）　地学的な事物・現象についての観察，実験を行い，観察・
実験技能を習得させ，観察，実験の結果を分析して解釈し表
現する能力を育てるとともに，大地の成り立ちと変化，気象
とその変化，地球と宇宙などについて理解させ，これらの事物・
現象に対する科学的な見方や考え方を養う。

（4）　生物とそれを取り巻く自然の事物・現象を調べる活動を行
い，これらの活動を通して生命を尊重し，自然環境の保全に
寄与する態度を育て，自然を総合的に見ることができるよう
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆各内容については，アで「知識・技能」，
イで「思考力・判断力・表現力等」が示
されている。また，各内容のアでは，現
行では「見いだすこと」とされていたと
ころのほとんどが，「見いだして理解する
こと」と変更されている。

◆現行の（1）『植物の生活と種類』が，新の（1）
『いろいろな生物とその共通点』に変更。

◆現行の（1）ア『生物の観察』が，新の（1）
ア（ｱ）『生物の観察と分類の仕方』に変更。

◆現行の（1）ア（ｱ）「生物の調べ方の基礎
を習得すること」という記述が削除。

◆『生物の特徴と分類の仕方』が新規追加。

◆現行の（1）イ『植物の体のつくりと働き』
が，新の（1）ア（ｲ）『生物の体の共通点
と相違点』に変更。

◆現行の（1）イ（ｱ）『花のつくりと働き』，
（1）ウ（ｱ）『種子植物の仲間』，（1）ウ（ｲ）

２　内　容

（1）　いろいろな生物とその共通点
　　身近な生物についての観察，実験などを通して，次の事項

を身に付けることができるよう指導する。
ア　いろいろな生物の共通点と相違点に着目しながら，次の

ことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関す
る技能を身に付けること。

（ｱ）　生物の観察と分類の仕方

　㋐　生物の観察
　　校庭や学校周辺の生物の観察を行い，いろいろな生物

が様々な場所で生活していることを見いだして理解する
とともに，観察器具の操作，観察記録の仕方などの技能
を身に付けること。

　㋑　生物の特徴と分類の仕方
　　いろいろな生物を比較して見いだした共通点や相違点

を基にして分類できることを理解するとともに，分類の
仕方の基礎を身に付けること。

（ｲ）　生物の体の共通点と相違点

　㋐　植物の体の共通点と相違点
　　身近な植物の外部形態の観察を行い，その観察記録な

にする。

２　内　容

（1）　植物の生活と種類
　　身近な植物などについての観察，実験を通して，生物の調

べ方の基礎を身に付けさせるとともに，植物の体のつくりと
働きを理解させ，植物の生活と種類についての認識を深める。

ア　生物の観察

（ｱ）　生物の観察
　　校庭や学校周辺の生物の観察を行い，いろいろな生物

が様々な場所で生活していることを見いだすとともに，
観察器具の操作，観察記録の仕方などの技能を身に付け，
生物の調べ方の基礎を習得すること。

イ　植物の体のつくりと働き

（ｱ）　花のつくりと働き
　　いろいろな植物の花のつくりの観察を行い，その観察
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『種子をつくらない植物の仲間』が統合し，
新の（1）ア（ｲ）㋐『植物の体の共通点
と相違点』に変更。合わせて，「身近な植
物の外部形態の観察を行い，その観察記
録などに基づいて，共通点や相違点があ
ることを見いだして，植物の体の基本的
なつくりを理解すること。また，その共
通点や相違点に基づいて植物が分類でき
ることを見いだして理解すること」とい
う記述に変更。

◆『動物の体の共通点と相違点』が新規追加。
●新の（1）ア（ｲ）㋑『動物の体の共通点

と相違点』は，現行の（3）ウ（ｱ）『脊椎
動物の仲間』，（3）ウ（ｲ）『無脊椎動物の
仲間』から移行（現行での取扱いは第２
学年）。

●現行の（1）イ（ｲ）『葉・茎・根のつくり
と働き』は，新の（3）ア（ｲ）㋐『葉・茎・
根のつくりと働き』へ移行。

◆新の（1）イについて，第１学年の生命領
域では，「いろいろな生物の共通点や相違
点を見いだす」，「生物を分類するための
観点や基準を見いだして表現する」こと
について育成を目指すとされている。第
１学年では，生命領域のみ，「問題を見い
だし」という記述がなく，「共通点や相違

どに基づいて，共通点や相違点があることを見いだして，
植物の体の基本的なつくりを理解すること。また，その
共通点や相違点に基づいて植物が分類できることを見い
だして理解すること。

　㋑　動物の体の共通点と相違点
　　身近な動物の外部形態の観察を行い，その観察記録な

どに基づいて，共通点や相違点があることを見いだして，
動物の体の基本的なつくりを理解すること。また，その
共通点や相違点に基づいて動物が分類できることを見い
だして理解すること。

イ　身近な生物についての観察，実験などを通して，いろい
ろな生物の共通点や相違点を見いだすとともに，生物を分
類するための観点や基準を見いだして表現すること。

記録に基づいて，花のつくりの基本的な特徴を見いだす
とともに，それらを花の働きと関連付けてとらえること。

ウ　植物の仲間
（ｱ）　種子植物の仲間
　　花や葉，茎，根の観察記録に基づいて，それらを相互

に関連付けて考察し，植物が体のつくりの特徴に基づい
て分類できることを見いだすとともに，植物の種類を知
る方法を身に付けること。

（ｲ）　種子をつくらない植物の仲間
　　シダ植物やコケ植物の観察を行い，これらと種子植物

の違いを知ること。

【イ　植物の体のつくりと働き
（ｲ）　葉・茎・根のつくりと働き
いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を行い，その観察
記録に基づいて，葉，茎，根のつくりの基本的な特徴を見いだ
すとともに，それらを光合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と
関連付けてとらえること。】
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点を見いだす」という記述がある。

◆現行の「火山，地震，地層」の順番から，「地
層，火山，地震」の順番に変更。

◆『身近な地形や地層，岩石の観察』が新
規追加。

◆現行の（2）イ（ｱ）「過去の環境と地質年
代を推定すること」が，新の（2）ア（ｲ）
㋐「過去の環境と地質年代を推定できる
ことを理解すること」に変更。

（2）　大地の成り立ちと変化
　　大地の成り立ちと変化についての観察，実験などを通して，

次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　大地の成り立ちと変化を地表に見られる様々な事物・現

象と関連付けながら，次のことを理解するとともに，それ
らの観察，実験などに関する技能を身に付けること。

（ｱ）　身近な地形や地層，岩石の観察
　㋐　身近な地形や地層，岩石の観察
　　身近な地形や地層，岩石などの観察を通して，土地の

成り立ちや広がり，構成物などについて理解するととも
に，観察器具の操作，記録の仕方などの技能を身に付け
ること。

（ｲ）　地層の重なりと過去の様子
　㋐　地層の重なりと過去の様子
　　地層の様子やその構成物などから地層のでき方を考察

し，重なり方や広がり方についての規則性を見いだして
理解するとともに，地層とその中の化石を手掛かりとし
て過去の環境と地質年代を推定できることを理解するこ
と。

（ｳ）　火山と地震
　㋐　火山活動と火成岩
　　火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それら

を地下のマグマの性質と関連付けて理解するとともに，
火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成
因と関連付けて理解すること。

　㋑　地震の伝わり方と地球内部の働き
　　地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり

方の規則性に気付くとともに，地震の原因を地球内部の
働きと関連付けて理解し，地震に伴う土地の変化の様子

（2）　大地の成り立ちと変化
　　大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形などの観察を

通して，地表に見られる様々な事物・現象を大地の変化と関
連付けて理解させ，大地の変化についての認識を深める。

イ　地層の重なりと過去の様子
（ｱ）　地層の重なりと過去の様子
　　野外観察などを行い，観察記録を基に，地層のでき方

を考察し，重なり方や広がり方についての規則性を見い
だすとともに，地層とその中の化石を手掛かりとして過
去の環境と地質年代を推定すること。

ア　火山と地震
（ｱ）　火山活動と火成岩
　　火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それら

を地下のマグマの性質と関連付けてとらえるとともに，
火山岩と深成岩の観察を行い，それらの組織の違いを成
因と関連付けてとらえること。

（ｲ）　地震の伝わり方と地球内部の働き
　　地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わり

方の規則性に気付くとともに，地震の原因を地球内部の
働きと関連付けてとらえ，地震に伴う土地の変化の様子
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◆『自然の恵みと火山災害・地震災害』は，
現行の（7）イ（ｱ）『自然の恵みと災害』
から一部移行し，新規追加。

◆新の（2）イについて，第１学年の地球領
域では，「問題を見いだし見通しをもって
観察，実験などを行い」，「規則性，（中略）
関係性などを見いだして表現する」こと
について育成を目指すとされている。

◆現行の（3）『動物の生活と生物の変遷』が，
新の（3）『生物の体のつくりと働き』に
変更。

◆「観察器具の操作，観察記録の仕方など
の技能を身に付けること」が新規追加。

●新の（3）ア（ｲ）㋐『葉・茎・根のつく
りと働き』は，現行の（1）イ（ｲ）『葉・茎・
根のつくりと働き』から移行。

◆現行の（1）イ（ｲ）「その観察記録に基づ
いて，葉，茎，根のつくりの基本的な特
徴を見いだすとともに」という記述が削

を理解すること。
（ｴ）　自然の恵みと火山災害・地震災害
　㋐　自然の恵みと火山災害・地震災害
　　自然がもたらす恵み及び火山災害と地震災害について

調べ，これらを火山活動や地震発生の仕組みと関連付け
て理解すること。

イ　大地の成り立ちと変化について，問題を見いだし見通し
をもって観察，実験などを行い，地層の重なり方や広がり
方の規則性，地下のマグマの性質と火山の形との関係性な
どを見いだして表現すること。

（3）　生物の体のつくりと働き
　　生物の体のつくりと働きについての観察，実験などを通し

て，次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア　生物の体のつくりと働きとの関係に着目しながら，次の

ことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関す
る技能を身に付けること。

（ｱ）　生物と細胞
　㋐　生物と細胞
　　生物の組織などの観察を行い，生物の体が細胞からで

きていること及び植物と動物の細胞のつくりの特徴を見
いだして理解するとともに，観察器具の操作，観察記録
の仕方などの技能を身に付けること。

（ｲ）　植物の体のつくりと働き
　㋐　葉・茎・根のつくりと働き
　　植物の葉，茎，根のつくりについての観察を行い，そ

れらのつくりと，光合成，呼吸，蒸散の働きに関する実
験の結果とを関連付けて理解すること。

を理解すること。
【（7）イ　自然の恵みと災害

（ｱ）　自然の恵みと災害
　　自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これら

を多面的，総合的にとらえて，自然と人間のかかわり方
について考察すること。】

（3）　動物の生活と生物の変遷
　　生物の体は細胞からできていることを観察を通して理解さ

せる。また，動物などについての観察，実験を通して，動物
の体のつくりと働きを理解させ，動物の生活と種類について
の認識を深めるとともに，生物の変遷について理解させる。

ア　生物と細胞
（ｱ）　生物と細胞
　　生物の組織などの観察を行い，生物の体が細胞からで

きていること及び植物と動物の細胞のつくりの特徴を見
いだすこと。

【（1）イ（ｲ）　葉・茎・根のつくりと働き
いろいろな植物の葉，茎，根のつくりの観察を行い，その観察
記録に基づいて，葉，茎，根のつくりの基本的な特徴を見いだ
すとともに，それらを光合成，呼吸，蒸散に関する実験結果と
関連付けてとらえること。（再掲）】



− 21− 「中学校理科」学習指導要領新旧対照表−教育出版株式会社

現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

除。

◆現行の（3）イ（ｱ）「消化や呼吸，血液
の循環についての観察，実験を行い」が，
新の（3）ア（ｳ）㋐「消化や呼吸につい
ての観察，実験などを行い」に変更。

●現行の（3）ウ（ｱ）『脊椎動物の仲間』，（ｲ）
『無脊椎動物の仲間」は，新の（1）ア（ｲ）
㋑『動物の体の共通点と相違点』へ移行。

●現行の（3）エ（ｱ）『生物の変遷と進化』は，
新の（5）ア（ｳ）㋐『生物の種類の多様
性と進化』へ移行。

◆新の（3）イについて，第２学年の生命領
域では，「見通しをもって解決する方法を
立案して観察，実験などを行い」，「その
結果を分析して解釈し」，「規則性や関係
性を見いだして表現する」ことについて

（ｳ）　動物の体のつくりと働き
　㋐　生命を維持する働き
　　消化や呼吸についての観察，実験などを行い，動物の

体が必要な物質を取り入れ運搬している仕組みを観察，
実験の結果などと関連付けて理解すること。また，不要
となった物質を排出する仕組みがあることについて理解
すること。

　㋑　刺激と反応
　　動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を

行い，その仕組みを感覚器官，神経系及び運動器官のつ
くりと関連付けて理解すること。

イ　身近な植物や動物の体のつくりと働きについて，見通し
をもって解決する方法を立案して観察，実験などを行い，
その結果を分析して解釈し，生物の体のつくりと働きにつ
いての規則性や関係性を見いだして表現すること。

イ　動物の体のつくりと働き
（ｱ）　生命を維持する働き
　　消化や呼吸，血液の循環についての観察，実験を行い，

動物の体が必要な物質を取り入れ運搬している仕組みを
観察，実験の結果と関連付けてとらえること。また，不
要となった物質を排出する仕組みがあることについて理
解すること。

（ｲ）　刺激と反応
　　動物が外界の刺激に適切に反応している様子の観察を

行い，その仕組みを感覚器官，神経系及び運動器官のつ
くりと関連付けてとらえること。

ウ　動物の仲間
（ｱ）　脊

せき

椎
つい

動物の仲間
　　脊

せき

椎
つい

動物の観察記録に基づいて，体のつくりや子の生
まれ方などの特徴を比較，整理し，脊

せき

椎
つい

動物が幾つかの
仲間に分類できることを見いだすこと。

（ｲ）　無脊
せき

椎
つい

動物の仲間
　　無脊

せき

椎
つい

動物の観察などを行い，その観察記録に基づい
て，それらの動物の特徴を見いだすこと。

エ　生物の変遷と進化
（ｱ）　生物の変遷と進化
　　現存の生物や化石の比較などを基に，現存の生物は過

去の生物が変化して生じてきたものであることを体のつ
くりと関連付けてとらえること。
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育成を目指すとされている。

◆『気象要素』が新規追加。
●「圧力についての実験を行い，圧力は力

の大きさと面積に関係があることを見い
だして理解するとともに，大気圧の実験
を行い，その結果を空気の重さと関連付
けて理解する」は，現行の１分野（1）イ（ｲ）

『圧力』から移行（水圧については新の第
１分野（5）ア（ｱ）㋐に移行）。

◆現行の（4）ア（ｱ）「校庭などで気象観測
を行い」が，新の（4）ア（ｱ）㋑「校庭
などで気象観測を継続的に行い」に変更。

（4）　気象とその変化
　　身近な気象の観察，実験などを通して，次の事項を身に付

けることができるよう指導する。
ア　気象要素と天気の変化との関係に着目しながら，次のこ

とを理解するとともに，それらの観察，実験などに関する
技能を身に付けること。

（ｱ）　気象観測
　㋐　気象要素
　　気象要素として，気温，湿度，気圧，風向などを理解

すること。また，気圧を取り上げ，圧力についての実験
を行い，圧力は力の大きさと面積に関係があることを見
いだして理解するとともに，大気圧の実験を行い，その
結果を空気の重さと関連付けて理解すること。

　㋑　気象観測
　　校庭などで気象観測を継続的に行い，その観測記録な

どに基づいて，気温，湿度，気圧，風向などの変化と天
気との関係を見いだして理解するとともに，観測方法や
記録の仕方を身に付けること。

（ｲ）　天気の変化
　㋐　霧や雲の発生
　　霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき

方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付けて理解するこ
と。

　㋑　前線の通過と天気の変化
　　前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づい

て，その変化を暖気，寒気と関連付けて理解すること。
（ｳ）　日本の気象

（4）　気象とその変化
　　身近な気象の観察，観測を通して，気象要素と天気の変化

の関係を見いださせるとともに，気象現象についてそれが起
こる仕組みと規則性についての認識を深める。

ア　気象観測

【〔第１分野〕（1）イ（ｲ）　圧力
圧力についての実験を行い，圧力は力の大きさと面積に関係が
あることを見いだすこと。また，水圧や大気圧の実験を行い，
その結果を水や空気の重さと関連付けてとらえること。（再掲）】

（ｱ）　気象観測
　　校庭などで気象観測を行い，観測方法や記録の仕方を

身に付けるとともに，その観測記録などに基づいて，気温，
湿度，気圧，風向などの変化と天気との関係を見いだす
こと。

イ　天気の変化
（ｱ）　霧や雲の発生
　　霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき

方を気圧，気温及び湿度の変化と関連付けてとらえるこ
と。

（ｲ）　前線の通過と天気の変化
　　前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づい

て，その変化を暖気，寒気と関連付けてとらえること。
ウ　日本の気象
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆新の（4）ア（ｴ）『自然の恵みと気象災害』
は，現行の（7）イ（ｱ）『自然の恵みと災害』
から一部移行し，新規追加。

◆新の（4）イについて，第２学年の地球領
域では，「見通しをもって解決する方法を
立案して観察，実験などを行い」，「その
結果を分析して解釈し」，「規則性や関係
性を見いだして表現する」ことについて
育成を目指すとされている。

◆現行の（5）ア（ｱ）「その過程を確かめる」
が，新の（5）ア（ｱ）㋐「その順序性を
見いだして理解する」に変更。

　㋐　日本の天気の特徴
　　天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を

気団と関連付けて理解すること。
　㋑　大気の動きと海洋の影響
　　気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本

付近の大気の動きや海洋の影響に関連付けて理解するこ
と。

（ｴ）　自然の恵みと気象災害
　㋐　自然の恵みと気象災害
　　気象現象がもたらす恵みと気象災害について調べ，こ

れらを天気の変化や日本の気象と関連付けて理解するこ
と。

イ　気象とその変化について，見通しをもって解決する方法
を立案して観察，実験などを行い，その結果を分析して解
釈し，天気の変化や日本の気象についての規則性や関係性
を見いだして表現すること。

（5）　生命の連続性
　　生命の連続性についての観察，実験などを通して，次の事

項を身に付けることができるよう指導する。
ア　生命の連続性に関する事物・現象の特徴に着目しながら，

次のことを理解するとともに，それらの観察，実験などに
関する技能を身に付けること。

（ｱ）　生物の成長と殖え方
　㋐　細胞分裂と生物の成長
　　体細胞分裂の観察を行い，その順序性を見いだして理

解するとともに，細胞の分裂と生物の成長とを関連付け
て理解すること。

（ｱ）　日本の天気の特徴
天気図や気象衛星画像などから，日本の天気の特徴を気団

と関連付けてとらえること。
（ｲ）　大気の動きと海洋の影響
　　気象衛星画像や調査記録などから，日本の気象を日本

付近の大気の動きや海洋の影響に関連付けてとらえるこ
と。

【（7）イ　自然の恵みと災害
（ｱ）　自然の恵みと災害
　　自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これら

を多面的，総合的にとらえて，自然と人間のかかわり方
について考察すること。（再掲）】

（5）　生命の連続性
　　身近な生物についての観察，実験を通して，生物の成長と

殖え方，遺伝現象について理解させるとともに，生命の連続
性について認識を深める。

ア　生物の成長と殖え方
（ｱ）　細胞分裂と生物の成長
　　体細胞分裂の観察を行い，その過程を確かめるととも

に，細胞の分裂を生物の成長と関連付けてとらえること。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

●新の（5）ア（ｳ）㋐『生物の種類の多様
性と進化』は，現行の（3）エ（ｱ）『生物
の変遷と進化』から移行。

◆現行の（3）エ（ｱ）『生物の変遷と進化』が，
新の（5）ア（ｳ）『生物の種類の多様性と
進化』に変更。

◆現行の（3）エ（ｱ）「現存の生物は過去の
生物が変化して生じてきたものであるこ
と」が，新の（5）ア（ｳ）㋐「現存の多
様な生物は過去の生物が長い時間の経過
の中で変化して生じてきたものであるこ
と」に変更。

◆新の（5）イについて，第３学年の生命領
域では，「観察，実験などを行い，その結
果や資料を分析して解釈し」，「特徴や規
則性を見いだして表現する」，「探究の過
程を振り返る」ことについて育成を目指
すとされている。

　㋑　生物の殖え方
　　生物の殖え方を観察し，有性生殖と無性生殖の特徴を

見いだして理解するとともに，生物が殖えていくときに
親の形質が子に伝わることを見いだして理解すること。

（ｲ）　遺伝の規則性と遺伝子
　㋐　遺伝の規則性と遺伝子
　　交配実験の結果などに基づいて，親の形質が子に伝わ

るときの規則性を見いだして理解すること。
（ｳ）　生物の種類の多様性と進化
　㋐　生物の種類の多様性と進化
　　現存の生物及び化石の比較などを通して，現存の多様

な生物は過去の生物が長い時間の経過の中で変化して生
じてきたものであることを体のつくりと関連付けて理解
すること。

イ　生命の連続性について，観察，実験などを行い，その結
果や資料を分析して解釈し，生物の成長と殖え方，遺伝現象，
生物の種類の多様性と進化についての特徴や規則性を見い
だして表現すること。また，探究の過程を振り返ること。

（6）　地球と宇宙
　　身近な天体の観察，実験などを通して，次の事項を身に付

（ｲ）　生物の殖え方
　　身近な生物の殖え方を観察し，有性生殖と無性生殖の

特徴を見いだすとともに，生物が殖えていくときに親の
形質が子に伝わることを見いだすこと。

イ　遺伝の規則性と遺伝子
（ｱ）　遺伝の規則性と遺伝子
　　交配実験の結果などに基づいて，親の形質が子に伝わ

るときの規則性を見いだすこと。
【（3）エ　生物の変遷と進化

（ｱ）　生物の変遷と進化
　　現存の生物や化石の比較などを基に，現存の生物は過

去の生物が変化して生じてきたものであることを体のつ
くりと関連付けてとらえること。（再掲）】

（6）　地球と宇宙
　　身近な天体の観察を通して，地球の運動について考察させ
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆現行の（6）イ（ｳ）『惑星と恒星』のうち，
「惑星の見え方」が現行の（6）イ（ｲ）『月
の運動と見え方』に統合され，それぞれ
新の（6）ア（ｲ）㋑『惑星と恒星』，㋒『月
や金星の運動と見え方』として，順番を
変更。

◆現行の（6）イ（ｲ）『月の運動と見え方』が，
新の（6）ア（ｲ）㋒『月や金星の運動と
見え方』に変更。

◆新の（6）ア（ｲ）㋒「また，金星の観測
資料などを基に，金星の公転と見え方を
関連付けて理解すること。」が新規追加。
現行では，内容の取扱いで付記されてい
る。

けることができるよう指導する。
ア　身近な天体とその運動に関する特徴に着目しながら，次

のことを理解するとともに，それらの観察，実験などに関
する技能を身に付けること。

（ｱ）　天体の動きと地球の自転・公転
　㋐　日周運動と自転
　　天体の日周運動の観察を行い，その観察記録を地球の

自転と関連付けて理解すること。
　㋑　年周運動と公転
　　星座の年周運動や太陽の南中高度の変化などの観察を

行い，その観察記録を地球の公転や地軸の傾きと関連付
けて理解すること。

（ｲ）　太陽系と恒星
　㋐　太陽の様子
　　太陽の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，

太陽の特徴を見いだして理解すること。
　㋑　惑星と恒星
　　観測資料などを基に，惑星と恒星などの特徴を見いだ

して理解するとともに，太陽系の構造について理解する
こと。

　㋒　月や金星の運動と見え方
　　月の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，月

の公転と見え方を関連付けて理解すること。また，金星
の観測資料などを基に，金星の公転と見え方を関連付け
て理解すること。

るとともに，太陽や惑星の特徴及び月の運動と見え方を理解
させ，太陽系や恒星など宇宙についての認識を深める。

ア　天体の動きと地球の自転・公転
（ｱ）　日周運動と自転
　　天体の日周運動の観察を行い，その観察記録を地球の

自転と関連付けてとらえること。
（ｲ）　年周運動と公転
　　星座の年周運動や太陽の南中高度の変化などの観察を

行い，その観察記録を地球の公転や地軸の傾きと関連付
けてとらえること。

イ　太陽系と恒星
（ｱ）　太陽の様子
　　太陽の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，

太陽の特徴を見いだすこと。
（ｳ）　惑星と恒星
　　観測資料などを基に，惑星と恒星などの特徴を理解す

るとともに，惑星の見え方を太陽系の構造と関連付けて
とらえること。

（ｲ）　月の運動と見え方
　　月の観察を行い，その観察記録や資料に基づいて，月

の公転と見え方を関連付けてとらえること。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆新の（6）イについて，第３学年の地球領
域では，「観察，実験などを行い，その結
果や資料を分析して解釈し」，「特徴や規
則性を見いだして表現する」，「探究の過
程を振り返る」ことについて育成を目指
すとされている。

◆現行の（7）イ（ｱ）『自然の恵みと災害』
が，新の（7）ア（ｱ）㋒『地域の自然災害』
に変更。

◆現行の（7）イ（ｱ）「自然がもたらす恵み
と災害などについて調べ，これらを多面
的，総合的にとらえて」が，新の（7）ア（ｱ）
㋒「地域の自然災害について，総合的に

イ　地球と宇宙について，天体の観察，実験などを行い，そ
の結果や資料を分析して解釈し，天体の運動と見え方につ
いての特徴や規則性を見いだして表現すること。また，探
究の過程を振り返ること。

（7）　自然と人間
　　自然環境を調べる観察，実験などを通して，次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
ア　日常生活や社会と関連付けながら，次のことを理解する

とともに，自然環境を調べる観察，実験などに関する技能
を身に付けること。

（ｱ）　生物と環境
　㋐　自然界のつり合い
　　微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の

面から相互に関連付けて理解するとともに，自然界では，
これらの生物がつり合いを保って生活していることを見
いだして理解すること。

　㋑　自然環境の調査と環境保全
　　身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界の

つり合いに影響していることを理解するとともに，自然
環境を保全することの重要性を認識すること。

　㋒　地域の自然災害
　　地域の自然災害について，総合的に調べ，自然と人間

との関わり方について認識すること。

（7）　自然と人間
　　自然環境を調べ，自然界における生物相互の関係や自然界

のつり合いについて理解させるとともに，自然と人間のかか
わり方について認識を深め，自然環境の保全と科学技術の利
用の在り方について科学的に考察し判断する態度を養う。

ア　生物と環境
（ｱ）　自然界のつり合い
　　微生物の働きを調べ，植物，動物及び微生物を栄養の

面から相互に関連付けてとらえるとともに，自然界では，
これらの生物がつり合いを保って生活していることを見
いだすこと。

（ｲ）　自然環境の調査と環境保全
　　身近な自然環境について調べ，様々な要因が自然界の

つり合いに影響していることを理解するとともに，自然
環境を保全することの重要性を認識すること。

イ　自然の恵みと災害
（ｱ）　自然の恵みと災害
　　自然がもたらす恵みと災害などについて調べ，これら

を多面的，総合的にとらえて，自然と人間のかかわり方
について考察すること。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

調べ」に変更。
●現行の（7）イ（ｱ）「自然がもたらす恵み

と災害など」について調べることは，新
の（2）ア（ｴ）『自然の恵みと火山災害・
地震災害』および新の（4）ア（ｴ）『自然
の恵みと気象災害』へ移行。

◆新の（7）イについて，第３学年のこの領
域では，「自然環境の保全と科学技術の利
用の在り方について，科学的に考察して
判断する」ことについて育成を目指すと
されている。

◆『２　内容』で示されている，ア「知識
及び技能」とイ「思考力，判断力，表現
力等」とを相互に関連させながら，資質・
能力の育成を目指すことを新規追加。

◆現行の３（2）ア「生物」についての記述
が削除。新の３（3）ア「身近な生物の観
察を扱うが，ルーペや双眼実体顕微鏡な

（ｲ）　自然環境の保全と科学技術の利用
　㋐　自然環境の保全と科学技術の利用
　　自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科

学的に考察することを通して，持続可能な社会をつくる
ことが重要であることを認識すること。

イ　身近な自然環境や地域の自然災害などを調べる観察，実
験などを行い，自然環境の保全と科学技術の利用の在り方
について，科学的に考察して判断すること。

３　内容の取扱い
（1）　内容の（1）から（7）までについては，それぞれのアに示

す知識及び技能とイに示す思考力，判断力，表現力等とを相
互に関連させながら，３年間を通じて科学的に探究するため
に必要な資質・能力の育成を目指すものとする。

（2）　内容の（1）から（7）までのうち，（1）及び（2）は第１学年，
（3）及び（4）は第２学年，（5）から（7）までは第３学年で
取り扱うものとする。

（3）　内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，身近な生物の観察を扱うが，ルー

ペや双眼実体顕微鏡などを用いて，外見から観察できる体
のつくりを中心に扱うこと。

ウ　自然環境の保全と科学技術の利用
（ｱ）　自然環境の保全と科学技術の利用
　　自然環境の保全と科学技術の利用の在り方について科

学的に考察し，持続可能な社会をつくることが重要であ
ることを認識すること。

３　内容の取扱い

（1）　内容の（1）から（7）までのうち，内容の（1）及び（2）
は第１学年，内容の（3）及び（4）は第２学年，内容の（5）
から（7）までは第３学年で取り扱うものとする。

（2）　内容の（1）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の「生物」については，植物を中心に取り上げ，

水中の微小な生物の存在にも触れること。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

どを用いて，外見から観察できる体のつ
くりを中心に扱うこと」が新規追加。

◆現行の３（2）イと３（2）エが統合。中
心に扱うものについて，現行の３（2）イ「被
子植物」が，新の３（3）イ「花のつくり」
に変更。また，被子植物の分類は，「葉の
つくりを中心に扱うこと」に変更。さらに，
現行の３（2）エ「シダ植物やコケ植物
が胞子をつくることにも触れること」が，
新の３（3）イ「種子をつくらない植物が
胞子をつくることにも触れること」に変
更。

●現行の３（2）ウは，新の３（5）イへ移行。

●新の３（3）ウは，現行の３（4）ウ，エ
から移行。

◆新の３（3）ウでは，「脊椎動物と無脊椎
動物の違いを中心に扱うこと」となり，
脊椎動物については，「体のつくりの共通
点としての背骨の存在」と「体の表面の
様子や呼吸の仕方などの特徴を基準とし
て分類できること」を扱い，無脊椎動物
については，「脊椎動物の体のつくりの特
徴を比較し，その共通点と相違点を扱う
こと」に変更。

◆現行の「火山，地震，地層」の順番から，「地
層，火山，地震」の順番に変更。

◆現行３（3）ウ「野外観察」が，新の３（4）
ア「身近な地形や地層，岩石などの観察」

イ　アの（ｲ）の㋐については，花のつくりを中心に扱い，種
子植物が被子植物と裸子植物に分類できることを扱うこと。
その際，胚

はい

珠が種子になることにも触れること。また，被
子植物が単子葉類と双子葉類に分類できることについては，
葉のつくりを中心に扱うこと。なお，種子をつくらない植
物が胞子をつくることにも触れること。

ウ　アの（ｲ）の㋑については，脊椎動物と無脊椎動物の違い
を中心に扱うこと。脊椎動物については，ヒトや魚を例に，
体のつくりの共通点としての背骨の存在について扱うこと。
また，体の表面の様子や呼吸の仕方などの特徴を基準とし
て分類できることを扱うこと。無脊椎動物については，節
足動物や軟体動物の観察を行い，それらの動物と脊椎動物
の体のつくりの特徴を比較し，その共通点と相違点を扱う
こと。

（4）　内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　アの（ｱ）の㋐の「身近な地形や地層，岩石などの観察」
については，学校内外の地形や地層，岩石などを観察する

イ　イの（ｱ）については，被子植物を中心に取り上げること。
「花の働き」については，受粉後に胚

はい

珠が種子になることを
中心に扱うこと。

エ　ウの（ｲ）については，シダ植物やコケ植物が胞子をつく
ることにも触れること。

ウ　イの（ｲ）については，光合成における葉緑体の働きにも
触れること。また，葉，茎，根の働きを相互に関連付けて
全体の働きとしてとらえること。

【（4）
　ウ　ウの（ｱ）については，動物の体の表面の様子や呼吸の仕方，
運動・感覚器官の発達，食物のとり方の違いに気付かせること。
　エ　ウの（ｲ）については，節足動物や軟体動物の観察を行い，
それらの動物と動物の体のつくりの特徴を比較することを中心
に扱うこと。】

（3）　内容の（2）については，次のとおり取り扱うものとする。

ウ　イの（ｱ）については，地層を形成している代表的な堆
たい

積
岩も取り上げること。「野外観察」については，学校内外の
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に変更。
◆「地質年代」について，現行３（3）ウ「新

生代の第三紀及び第四紀」が，新の３（4）
イ「新生代」に変更。

◆「津波発生の仕組みについても触れるこ
と」が新規追加。

●「地球内部の働き」について，新の３（4）
エ「地球規模でのプレートの動きにも触
れること」は，現行の３（8）ウから移行。

◆現行の３（8）ウから一部移行し，新規追加。

◆「植物と動物の細胞のつくりの共通点と
相違点について触れること」，「単細胞生
物の存在にも触れること」が新規追加。

●新の３（5）イは，現行の３（2）ウから移行。
◆現行の３（2）ウ「全体の働きとしてとら

えること」という記述が削除。
◆現行の３（4）ア「「呼吸」については，

細胞の呼吸にも触れること」という記述
を削除し，新の３（5）ウとしている。「細
胞の呼吸」については，新の３（5）アに
統合。

活動とすること。
イ　アの（ｲ）の㋐については，地層を形成している代表的な

堆積岩も取り上げること。「地層」については，断層，褶
しゅう

曲
にも触れること。「化石」については，示相化石及び示準化
石を取り上げること。「地質年代」の区分は，古生代，中生代，
新生代を取り上げること。

ウ　アの（ｳ）の㋐の「火山」については，粘性と関係付けな
がら代表的な火山を扱うこと。「マグマの性質」については，
粘性を扱うこと。「火山岩」及び「深成岩」については，代
表的な岩石を扱うこと。また，代表的な造岩鉱物も扱うこと。

エ　アの（ｳ）の㋑については，地震の現象面を中心に扱い，
初期微動継続時間と震源までの距離との定性的な関係にも
触れること。また，「地球内部の働き」については，日本付
近のプレートの動きを中心に扱い，地球規模でのプレート
の動きにも触れること。その際，津波発生の仕組みについ
ても触れること。

オ　アの（ｴ）の㋐の「火山災害と地震災害」については，記
録や資料などを用いて調べること。

（5）　内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，植物と動物の細胞のつくりの

共通点と相違点について触れること。また，細胞の呼吸及
び単細胞生物の存在にも触れること。

イ　アの（ｲ）の㋐については，光合成における葉緑体の働き
にも触れること。また，葉，茎，根の働きを相互に関連付
けて扱うこと。

ウ　アの（ｳ）の㋐については，各器官の働きを中心に扱うこ
と。「消化」については，代表的な消化酵素の働きを扱うこと。
また，摂取された食物が消化によって小腸の壁から吸収さ
れる物質になることにも触れること。血液の循環に関連し
て，血液成分の働き，腎臓や肝臓の働きにも触れること。

地層を観察する活動とすること。「地層」については，断層，
褶
しゅう

曲にも触れること。「化石」については，示相化石及び
示準化石を取り上げること。「地質年代」の区分は古生代，
中生代，新生代の第三紀及び第四紀を取り上げること。

ア　アの（ｱ）の「火山」については，粘性と関係付けながら
代表的な火山を扱うこと。「マグマの性質」については，粘
性を扱うこと。「火山岩」及び「深成岩」については，代表
的な岩石を扱うこと。また，代表的な造岩鉱物も扱うこと。

イ　アの（ｲ）については，地震の現象面を中心に取り扱い，
初期微動継続時間と震源までの距離との定性的な関係にも
触れること。また，「地球内部の働き」については，日本付
近のプレートの動きを扱うこと。

【（8）ウ　イの（ｱ）については，地球規模でのプレートの動き
も扱うこと。また，「災害」については，記録や資料などを用い
て調べ，地域の災害について触れること。】

（4）　内容の（3）については，次のとおり取り扱うものとする。

【（2）ウ　イの（ｲ）については，光合成における葉緑体の働き
にも触れること。また，葉，茎，根の働きを相互に関連付けて
全体の働きとしてとらえること。（再掲）】

ア　イの（ｱ）については，各器官の働きを中心に扱うこと。「消
化」については，代表的な消化酵素の働きを取り上げるこ
と。また，摂取された食物が消化によって小腸の壁から吸
収される物質になることにも触れること。「呼吸」について
は，細胞の呼吸にも触れること。「血液の循環」に関連して，
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●現行の３（4）ウ，エは，新の３（3）ウ
へ移行。

●現行の３（4）オは，新の３（7）エへ移行。

◆「大気圧」について，新規追加。

◆現行の３（5）ア「水の循環も扱うこと」が，
新の３（6）イ「水の循環にも触れること」
に変更。

◆現行の３（8）ウから一部移行し，新規追加。

エ　アの（ｳ）の㋑については，各器官の働きを中心に扱うこと。

（6）　内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐の「大気圧」については，空気中にある物

体にはあらゆる向きから圧力が働くことにも触れること。
イ　アの（ｲ）の㋐については，気温による飽和水蒸気量の変

化が湿度の変化や凝結に関わりがあることを扱うこと。ま
た，水の循環にも触れること。

ウ　アの（ｲ）の㋑については，風の吹き方にも触れること。
エ　アの（ｳ）の㋑については，地球を取り巻く大気の動きに

も触れること。また，地球の大きさや大気の厚さにも触れ
ること。

オ　アの（ｴ）の㋐の「気象災害」については，記録や資料な
どを用いて調べること。

（7）　内容の（5）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，染色体が複製されることにも

触れること。
イ　アの（ｱ）の㋑については，有性生殖の仕組みを減数分裂

と関連付けて扱うこと。「無性生殖」については，単細胞生

血液成分の働き，腎
じん

臓や肝臓の働きにも触れること。
イ　イの（ｲ）については，各器官の働きを中心に扱うこと。
ウ　ウの（ｱ）については，脊

せき

椎
つい

動物の体の表面の様子や呼吸
の仕方，運動・感覚器官の発達，食物のとり方の違いに気
付かせること。

エ　ウの（ｲ）については，節足動物や軟体動物の観察を行い，
それらの動物と脊

せき

椎
つい

動物の体のつくりの特徴を比較するこ
とを中心に扱うこと。

オ　エの（ｱ）については，進化の証拠とされる事柄や進化の
具体例について取り上げること。その際，生物にはその生
息環境での生活に都合のよい特徴が見られることにも触れ
ること。

（5）　内容の（4）については，次のとおり取り扱うものとする。

ア　イの（ｱ）については，気温による飽和水蒸気量の変化が
湿度の変化や凝結にかかわりがあることを扱うこと。また，
水の循環も扱うこと。

イ　イの（ｲ）については，風の吹き方にも触れること。
ウ　ウの（ｲ）については，地球を取り巻く大気の動きにも触

れること。また，地球の大きさや大気の厚さにも触れること。

【（8）ウ　イの（ｱ）については，地球規模でのプレートの動き
も扱うこと。また，「災害」については，記録や資料などを用い
て調べ，地域の災害について触れること。（再掲）】

（6）　内容の（5）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）については，染色体が複製されることにも触れ

ること。
イ　アの（ｲ）については，有性生殖の仕組みを減数分裂と関

連付けて扱うこと。「無性生殖」については，単細胞生物の
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●現行の３（4）オが，現行の３（6）ウ「遺
伝子に変化が起きて形質が変化すること
があること」と統合され，３（7）エへ移行。

●現行の３（7）ウと，現行の３（7）エ「惑
星の見え方」についての記述を，新の３（8）
エへ移行。

◆新の３（8）エ「月の運動と満ち欠けを扱
うこと」が新規追加。また，金星につい
ては，現行の３（7）エ「満ち欠けと見か
けの大きさを扱うこと」が，「金星の運動

物の分裂や栄養生殖にも触れること。
ウ　アの（ｲ）の㋐については，分離の法則を扱うこと。また，

遺伝子の本体が DNA であることにも触れること。

エ　アの（ｳ）の㋐については，進化の証拠とされる事柄や進
化の具体例について扱うこと。その際，生物にはその生息
環境での生活に都合のよい特徴が見られることにも触れる
こと。また，遺伝子に変化が起きて形質が変化することが
あることにも触れること。

（8）　内容の（6）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋑の「太陽の南中高度の変化」については，

季節による昼夜の長さや気温の変化にも触れること。
イ　アの（ｲ）の㋐の「太陽の特徴」については，形，大きさ，

表面の様子などを扱うこと。その際，太陽から放出された
多量の光などのエネルギーによる地表への影響にも触れる
こと。

ウ　アの（ｲ）の㋑の「惑星」については，大きさ，大気組成，
表面温度，衛星の存在などを取り上げること。その際，地
球には生命を支える条件が備わっていることにも触れるこ
と。「恒星」については，自ら光を放つことや太陽もその一
つであることも扱うこと。その際，恒星の集団としての銀
河系の存在にも触れること。「太陽系の構造」については，
惑星以外の天体が存在することにも触れること。

エ　アの（ｲ）の㋒の「月の公転と見え方」については，月の
運動と満ち欠けを扱うこと。その際，日食や月食にも触れ
ること。また，「金星の公転と見え方」については，金星の
運動と満ち欠けや見かけの大きさを扱うこと。

分裂や栄養生殖にも触れること。
ウ　イの（ｱ）については，分離の法則を扱うこと。また，遺

伝子に変化が起きて形質が変化することがあることや遺伝
子の本体がＤＮＡであることにも触れること。

【（4）オ　エの（ｱ）については，進化の証拠とされる事柄や進
化の具体例について取り上げること。その際，生物にはその生
息環境での生活に都合のよい特徴が見られることにも触れるこ
と。（再掲）】

（7）　内容の（6）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｲ）の「太陽の南中高度の変化」については，季節

による昼夜の長さや気温の変化にも触れること。
イ　イの（ｱ）の「太陽の特徴」については，形，大きさ，表

面の様子などを扱うこと。その際，放出された多量の光な
どのエネルギーによる地表への影響にも触れること。

エ　イの（ｳ）の「惑星」については，大きさ，大気組成，表
面温度，衛星の存在などを取り上げること。その際，地球
には生命を支える条件が備わっていることにも触れること。

「恒星」については，自ら光を放つことや太陽もその一つで
あることを扱うこと。その際，恒星の集団としての銀河系
の存在にも触れること。「太陽系の構造」における惑星の見
え方については，金星を取り上げ，その満ち欠けと見かけ
の大きさを扱うこと。また，惑星以外の天体が存在するこ
とにも触れること。

ウ　イの（ｲ）については，日食や月食にも触れること。
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と満ち欠けや見かけの大きさを扱うこと」
に変更。

◆現行の３（8）ア「生態系における生産者，
消費者及び分解者の関連を扱うこと」が，
新の３（9）ア「生態系における生産者と
消費者との関係を扱うこと。また，分解
者の働きについても扱うこと」に変更。

◆現行の３（8）イ「地球温暖化や外来種」が，
新の３（9）イ「気候変動や外来生物」に
変更。

◆災害について，現行の３（8）ウ「記録や
資料などを用いて調べ，地域の災害につ
いて触れること」が，新の３（9）ウ「地
域の自然災害を調べたり，記録や資料を
基に調べたりするなどの活動を行うこと」
に変更。

●現行の３（8）ウ「地球規模でのプレート
の動きも扱うこと」は，新の３（4）エへ
移行。

◆新規追加。資質・能力の育成に向けて，「主
体的・対話的で深い学び」の実現を図る
ようにすることが記述された。

（9）　内容の（7）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）の㋐については，生態系における生産者と消費

者との関係を扱うこと。また，分解者の働きについても扱
うこと。その際，土壌動物にも触れること。

イ　アの（ｱ）の㋑については，生物や大気，水などの自然環
境を直接調べたり，記録や資料を基に調べたりするなどの
活動を行うこと。また，気候変動や外来生物にも触れること。

ウ　アの（ｱ）の㋒については，地域の自然災害を調べたり，
記録や資料を基に調べたりするなどの活動を行うこと。

エ　アの（ｲ）の㋐については，これまでの第１分野と第２分
野の学習を生かし，第１分野の内容の（7）のアの（ｲ）の
㋐及びイと関連付けて総合的に扱うこと。

第３　指導計画の作成と内容の取扱い
１　指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。
（1）　単元など内容や時間のまとまりを見通して，その中で育む

資質・能力の育成に向けて，生徒の主体的・対話的で深い学
びの実現を図るようにすること。その際，理科の学習過程の

（8）　内容の（7）については，次のとおり取り扱うものとする。
ア　アの（ｱ）については，生態系における生産者，消費者及

び分解者の関連を扱うこと。その際，土壌動物にも触れる
こと。

イ　アの（ｲ）については，生物や大気，水などの自然環境を
直接調べたり，記録や資料を基に調べたりするなどの活動
を行うこと。また，地球温暖化や外来種にも触れること。

ウ　イの（ｱ）については，地球規模でのプレートの動きも扱
うこと。また，「災害」については，記録や資料などを用い
て調べ，地域の災害について触れること。

エ　ウの（ｱ）については，これまでの第１分野と第２分野の
学習を生かし，第１分野（7）のウの（ｱ）と関連付けて総
合的に扱うこと。

第３　指導計画の作成と内容の取扱い
１　指導計画の作成に当たっては，次の事項に配慮するものと

する。
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆現行の１（1）では，「見方や考え方」が「育
成されるようにする」こととされていた
が，新の１（2）では，「見方・考え方」を「総
合的に働かせ，資質・能力を養うことが
できるようにする」とされた。

◆「日常生活や他教科等との関連」につい
ての項目が新規追加。

◆「障害のある生徒など」への対応につい
ての項目が新規追加。

●現行の１（3）は，新の２（6）へ項目移動。

●現行の１（4）は，新の２（7）へ項目移動。

●現行の１（5）は，新の２（9）へ項目移動。

特質を踏まえ，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもっ
て観察，実験を行うことなどの科学的に探究する学習活動の
充実を図ること。

（2）　各学年においては，年間を通じて，各分野におよそ同程度
の授業時数を配当すること。その際，各分野間及び各項目間
の関連を十分考慮して，各分野の特徴的な見方・考え方を総
合的に働かせ，自然の事物・現象を科学的に探究するために
必要な資質・能力を養うことができるようにすること。

（3）　学校や生徒の実態に応じ，十分な観察や実験の時間，課題
解決のために探究する時間などを設けるようにすること。そ
の際，問題を見いだし観察，実験を計画する学習活動，観察，
実験の結果を分析し解釈する学習活動，科学的な概念を使用
して考えたり説明したりする学習活動などが充実するように
すること。

（4）　日常生活や他教科等との関連を図ること。

（5）　障害のある生徒などについては，学習活動を行う場合に生
じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的，組
織的に行うこと。

（6）　第１章総則の第１の２の（2）に示す道徳教育の目標に基
づき，道徳科などとの関連を考慮しながら，第３章特別の教
科道徳の第２に示す内容について，理科の特質に応じて適切
な指導をすること。

２　第２の内容の取扱いについては，次の事項に配慮するもの

（1）　各学年においては，年間を通して，各分野におよそ同程度
の授業時数を配当すること。その際，各分野間及び各項目間
の関連を十分考慮して，各分野の特徴的な見方や考え方が互
いに補い合って育成されるようにすること。

（2）　学校や生徒の実態に応じ，十分な観察や実験の時間，課題
解決のために探究する時間などを設けるようにすること。そ
の際，問題を見いだし観察，実験を計画する学習活動，観察，
実験の結果を分析し解釈する学習活動，科学的な概念を使用
して考えたり説明したりするなどの学習活動が充実するよう
配慮すること。

（6）　第１章総則の第１の２に示す道徳教育の目標に基づき，道
徳科などとの関連を考慮しながら，第３章特別の教科道徳の
第２に示す内容について，理科の特質に応じて適切な指導を
すること。

（3）　原理や法則の理解を深めるためのものづくりを，各内容の
特質に応じて適宜行うようにすること。

（4）　継続的な観察や季節を変えての定点観測を，各内容の特質
に応じて適宜行うようにすること。

（5）　博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力を図
るよう配慮すること。

２　各分野の内容の指導については，次の事項に配慮するもの



− 34− 「中学校理科」学習指導要領新旧対照表−教育出版株式会社

現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

◆「言語活動が充実するようにすること」
についての項目が新規追加。

●新の２（4）は，現行の４から項目移動。

◆「生徒が学習の見通しを立てたり学習し
たことを振り返ったりする活動」につい
ての項目が新規追加。

●新の２（6）は，現行の１（3）から項目移動。

●新の２（7）は，現行の１（4）から項目移動。

◆「体験的な学習活動の充実」についての
項目が新規追加。

●新の２（9）は，現行の１（5）から項目移動。

とする。
（1）　観察，実験，野外観察を重視するとともに，地域の環境や

学校の実態を生かし，自然の事物・現象を科学的に探究する
能力の基礎と態度の育成及び基本的な概念の形成が段階的に
無理なく行えるようにすること。

（2）　生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度が育成され
るようにすること。

【４　各分野の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の
検索，実験，データの処理，実験の計測などにおいて，コン
ピュータや情報通信ネットワークなどを積極的かつ適切に活
用するよう配慮するものとする。】

【１（3）　原理や法則の理解を深めるためのものづくりを，各内
容の特質に応じて適宜行うようにすること。（再掲）】

【１（4）　継続的な観察や季節を変えての定点観測を，各内容の
特質に応じて適宜行うようにすること。（再掲）】

【１（5）　博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力
を図るよう配慮すること。（再掲）】

（3）　科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全性
の向上に役立っていることに触れること。また，理科で学習
することが様々な職業などと関係していることにも触れるこ
と。

３　観察，実験，野外観察の指導においては，特に事故防止に
十分留意するとともに，使用薬品の管理及び廃棄についても

とする。
（1）　観察，実験，野外観察を重視するとともに，地域の環境や

学校の実態を生かし，自然の事物・現象についての基本的な
概念の形成及び科学的に探究する力と態度の育成が段階的に
無理なく行えるようにすること。

（2）　生命を尊重し，自然環境の保全に寄与する態度を養うよう
にすること。

（3）　１の (3) の学習活動を通して，言語活動が充実するように
すること。

（4）　各分野の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の
検索，実験，データの処理，実験の計測などにおいて，コン
ピュータや情報通信ネットワークなどを積極的かつ適切に活
用するようにすること。

（5）　指導に当たっては，生徒が学習の見通しを立てたり学習し
たことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工
夫すること。

（6）　原理や法則の理解を深めるためのものづくりを，各内容の
特質に応じて適宜行うようにすること。

（7）　継続的な観察や季節を変えての定点観測を，各内容の特質
に応じて適宜行うようにすること。

（8）　観察，実験，野外観察などの体験的な学習活動の充実に配
慮すること。また，環境整備に十分配慮すること。

（9）　博物館や科学学習センターなどと積極的に連携，協力を図
るようにすること。

（10）　科学技術が日常生活や社会を豊かにしていることや安全
性の向上に役立っていることに触れること。また，理科で学
習することが様々な職業などと関係していることにも触れる
こと。

３　観察，実験，野外観察の指導に当たっては，特に事故防止
に十分留意するとともに，使用薬品の管理及び廃棄について
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現行（平成20年告示／平成27年道徳改訂版） 新（平成29年告示） 備　　　　考

●現行の４は，新の２（4）へ項目移動。
適切な措置をとるよう配慮するものとする。

４　各分野の指導に当たっては，観察，実験の過程での情報の
検索，実験，データの処理，実験の計測などにおいて，コン
ピュータや情報通信ネットワークなどを積極的かつ適切に活
用するよう配慮するものとする。

も適切な措置をとるよう配慮するものとする。


